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安
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写

貞
観
一
四・
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11

一四
・
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1

一
写・
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-

•

―
―
七

1
1
-
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六．
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1
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一
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―
―­

元
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11=
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1
1

四•
-l．
一
四

1
1

写•
〈.
-
f

11

六
・
七
・
―――l

仁
和
―
―-•
正
．l―
―
―

寛
平
―

-•
写
·―
―七

I
I

―-•
閏
九
・
―
―
――

1
1
l
-・
10
・
七

I
I
七
・

――
-•-
f

11

七
・
{

.

-

K

I
I
九
・
九．―
――

昌
泰
元
•

P.
〈

1
1
-
―
-
•九・

一

年

月

日

右
大
臣
藤
原
良
相

大

納

言

源

融

11

源

融

中
納
言
南
淵
年
名

11

南
淵
年
名

11

南
淵
年
名

大
納
言
南
淵
年
名

大

納

言

源

多

右
大
臣
藤
原
基
経

大

納

言

源

多

中
納
言
藤
原
冬
緒

右

大

臣

源

多

11

源

多

大
納
言
藤
原
良
世

11

藤
原
良
世

11

藤
原
良
世

大
柄
言
源
能
有

I
I
源
能
有

大
納
言
藤
原
時
平

大
納
言
菅
原
道
真

左
大
臣
藤
原
時
平

宣
者
（
上
卿
）

II 

造
寺
所
職
員
補
任
官
牒

延
長

―-·
1
0•

一

1
1

写・
―
―
-
•

-
―
―
―

1
1

六・
―
―-
•一
九

1
1

七・
―-•
一七

承
平
六
・

―
―
-
•

―
―
写

天
慶
六
・
{
・―-l
―-

康
保

―
―
-
•
閣
令――
九

11

-―-・
10
・
 I 

安
和
元
・
――-
・―-0

I
I
―
―
・正
・――――-

天
禄
―
―l.

―
―-•一六

1
1

四・
―
―-•一九

大
納
言
藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

大
納
言
藤
原
恒
佐

大
納
言
藤
原
実
頼

右
大
臣
源

高

明

11

源

高

明

左
大
臣
源

高

明

II

源

高

明

右
大
臣
藤
原
頼
忠

11

藤
原
頼
忠

修
理
東
大
寺
大
仏
長
官

右
少
弁
藤
原
家
宗

右
中
弁
藤
原
良
近

11

藤
原
良
近

11

藤
原
良
近

左
中
弁
藤
原
良
近

左
少
弁
橘

広

相

右
中
弁
藤
原
保
則

右
少
弁
安
陪
清
行

11

安
陪
清
行

左
少
弁
巨
勢
文
雄

右
中
弁
巨
勢
文
雄

左
中
弁
藤
原
千
乗

左
少
弁
藤
原
佐
世

右
中
弁
平

季

長

11

平

季

長

11

平

季

長

右
少
弁
紀
長
谷
雄

I
I
紀
長
谷
雄

右
少
弁
藤
原
良
枝

11

藤
原
良
枝

左
大
弁
紀
長
谷
雄

弁

官

左
少
弁
藤
原
元
方

11

藤
原
元
方

11

藤
原
元
方

右
少
弁
源

公

忠

権
右
史
升
源
（
某
）

右
少
弁
廿
原
（
在
的
力
）

右
中
弁
源

保

光

左
中
弁
源

保

光

右
大
弁
源

保

光

11

源

保

光

右
大
弁
藤
原
為
輔

11

藤
原
為
輔

左
大
史
―
―
一
善
清
江

左
少
史
伴
貞
宗

11

伴

貞

宗

右
大
史
伴
貞
宗

左
大
史
伴
貞
宗

右
大
史
清
江
貞
直

左
大
史
山
口
苓
仁

右
大
史
印
南
野
宗
雄

11

印
南
野
宗
雄

左
少
史
山
田
時
宗

右
大
史
家
原
高
斉

右
少
史
丈
部
谷
光
兼

右
少
史
春
道
新
名

左
少
史
善
道
宗
道

右
少
史
大
原
氏
雄

11

大
原
氏
雄

右
少
史
阿
刀
春
正

左
大
史
善
道
宗
道

右
大
史
阿
刀
春
正

左
大
史
家
原
良
居

右
少
史
御
船
有
方

史

右
大
史
秦

貞

興

左
大
史
秦

良

興

右
大
史
物
本
興

右
大
史
物
部
本
興

左
少
史
檜
前
忠
明

左
大
史
尾
張
言
繋

右
大
史
井
原
連
扶

I
I
井
原
連
扶

左
少
史
伴
保
在

I
I
伴
保
在

右
大
史
大
春
日
良
辰

左
大
史
大
春
日
良
辰

九
九

―
―
三

―
―
四

―
―
五

―
―
六

―
―
七

―
―
八

―
―
九

―二

0

―
ニ
―
―
ニ
ニ

―
二
三

―二

四

―
二
五
七
〇

―
二
六

―
二
七

―
二
八

―
二
九

一
三
〇

一
三

一

文
書
番
号

九九九八八八八八八八八八
ニー〇九八七六五四三ニー

11

四
・
六
・
―――

延
喜
元
・
-
0

・天

11

写・

――-・――六

I
I
六
・

――-•
一六

11

七
・
―-l
.

-

=

-

I
I
九
・
六
・
一
立

1
1
-
0•
六．
―
―写

1
1

-
=
-
·

―
―
-
•

一
写

11

一四
・
七
・
八

11

一七
．
l

＿.―10

1
1
-
〈•
六・
―-
0

1
1
l
-
0.―-•
一写

11

―10
・
 1―-
・
――― 

11-

——
-
•

{
.
-l-
—— 

延
長
元
・閏四
・―ID

11

—-
•

A
.—-0 

1
1

-―-
•
令―-
0

1
1

六
・
―
―
-•
一
九

11

七
・
一＿
・
一七

承
平
六
・
――-・―
―九

天
慶
六
•

1
0·
1
―
 

1
1

七・
―
―-•
七

康
保
―
―-•
閲
A.
l-f

安
和
元
・
――-・
―ID

＂
―
-

・閏写
・
写

I
I
-
l
．
七
・―-f

天
禄
元
・

――-•
-
―I
D

I
I
-
―-•
1
0·――
七

1
1

四・
―
―-•H
{

天
延
四
・
六
．―
-七

貞
冗
元
・
――
-
•

一

I
I

―-•
〈・
一
七

天
元
―
-
・
――-
・―-K

権
中
納
言
紀
長
谷
雄

権
中
納
言
藤
原
道
明

中
納
言
藤
原
道
明

大
納
言
藤
原
道
明

11

藤
原
道
明

中
納
言
藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

大
納
言
藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

11

藤
原
清
貫

大
納
言
藤
原
恒
佐

中
納
言
藤
原
元
方

大
納
言
藤
原
実
頼

右
大
臣
源

高

明

左
大
臣
源

高

明

左
大
臣
藤
原
師
手

右
大
臣
藤
原
在
衡

権
中
納
言
源
延
光

右
大
臣
藤
原
頼
忠

11

藤
原
頼
忠

11

藤
原
頼
忠

11

藤
原
頼
忠

右
大
臣
源
雅
信

左
大
臣
源

雅

信

11

藤
原
時
平

11

藤
原
時
平

11

藤
原
時
平

11

藤
原
時
平

II

藤
原
時
平

右

大

臣

源

光

11

紀
長
谷
雄

11

紀
長
谷
雄

紀
長
谷
雄

参

議

左
大
弁
11

紀
長
谷
雄

11

紀
長
谷
雄

11

紀
長
谷
雄

（
右
少
弁
藤
原
当
幹
力
）

右
中
弁
藤
原
（
某
）

右
少
弁
藤
原
当
幹

左
少
弁
藤
原
当
幹

11

藤
原
当
幹

醤

堂

戻

官

右
少
弁
平

時

望

右
少
弁
紀
淑
光

11

紀

淑

光

右
少
弁
藤
原
元
方

左
少
弁
藤
原
元
方

11

藤
原
元
方

11

藤
原
元
方

11

藤
原
元
方

右
少
弁
源

公

忠

権
右
昇
源
（
某
）

右
少
弁
菅
原
在
射

11

菅
原
在
射

右
中
弁
源

保

光

右
大
弁
源

保

光

11

源

保

光

11

源

保

光

左
中
弁
藤
原
為
輔

右
大
弁
藤
原
為
輔

11

藤
原
為
輔

櫂
左
中
弁
菅
原
輔
正

左
少
弁
平
（
某
）

左
中
弁
菅
原
輔
正

11

菅
原
輔
正

左
少
史
阿
保
経
覧

左
大
史
菅
野
（
某
）

右
大
史
麻
田
（
某
）

左
大
史
阿
保
経
覧

左
少
史
伊
禍
部
邦
弼

右
大
史
物
部
門
房

左
大
史
布
留
有
幹

左
少
史
御
船
常
方

右
大
史
御
船
常
方

左
少
史
丈
部
有
沢

左
少
史
丈
部
有
沢

右
大
史
丈
部
有
沢

右
大
史
丈
部
有
沢

右
大
史
秦

貞

興

右
大
史
秦

貞

興

右
大
史
秦

貞

興

右
大
史
秦

貞

興

右
大
史
物
部
本
興

右
大
史
物
部
本
興

左
少
史
檜
前
忠
明

左
大
史
尾
張
言
竪

左
少
史
滋
善
（
某
）

右
大
史
井
原
連
扶

左
少
史
伴
保
在

11

伴

保

在

11

伴

保

在

右
大
史
秦
本
忠

右
大
史
大
春
日
良
辰

左
大
史
大
春
日
良
辰

右
少
史
錦
（
某
）

右
大
史
名
草
達
茂

左
少
史
内
蔵
佐
剛

右
大
史
内
蔵
佐
剛

七
四

一
三
二

ニ
―
-
=
-

一
三
四

一
三
五
七
六

一
三
六
七
七

一
三
七
七
九

一
三
八

一
三
九

一
四
〇

一
四
一
一
四
二

一
四
三

一
四
四
八
三
八
四

一
四
五

一
四
六

一
四
七

一
四
八
八
九

一
四
九

一
五
〇

一
五
一
一
五
二

一
五
三

一
五
四

一
五
五

一
五
六

一
五
七
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60 

左

兵

庫

小

允

伊

勢

朝

臣

諸

継

左

右

解

官

史

生

各

一

人

土

田

直

鎖

氏

「

類

従

三

代

格

所

収

官

符

の

上

卿

」

（

「
仏

教

史

研

究

」

四

号

）

に

よ

れ

ば

、

承

和

年

間

後

半

か

ら

斉

衡

年

間

に

か

け

て

宣

者

と

し

て

頻

出

す

る

藤

原

良

房

が

太

政

大

臣

と

な

っ

た

天

安

元

年

以

降

は

、

弟

の

良

相

が

事

実

上

の

筆

頭

上

卿

的

立

場

に

て

宣

者

と

し

て

頻

出

し

て

い

る

こ

と

が

示

さ

れ

て

い

る

。

「

三

代

実

録

」

貞

観

九

年

十

月

十

日

条

の

藤

原

良

相

斃

伝

に

「

貞

観

之

初

、

専

心

機

務

」

と

あ

る

の

は

、

か

よ

う

な

良

相

の

立

場

を

物

語

る

も

の

で

あ

ろ

う

。

な

お

同

甍

伝

に

は

、

「

大

臣

本

習

内

典

、

精

熟

真

言

、

至

是

撤

却

胆

鮮

、

尤

事

念

仏

」

を

は

じ

め

と

す

る

良

相

の

仏

教

篤

信

の

あ

り

様

を

伝

え

る

記

載

が

見

ら

れ

、

先

述

の

大

枝

音

人

、

菅

原

是

善

と

も

ど

も

大

仏

修

理

事

業

の

背

呆

に

あ

る

精

神

的

基

盤

の

一

端

を

知

り

得

る

の

で

あ

る

。

貞

観

元

年

十

一

月

一

日

付

僧

綱

牒

（

「

東

南

院

文

害

」

一

I

-

0

0

号

）

。

前

掲

註

(

2

9

)

。

貞

観

二

年

正

月

五

日

付

僧

綱

牒

（

「

東

南

院

文

害

」

―

|

1

0

二

号

）

。

貞

観

二

年

正

月

七

日

付

僧

綱

牒

（

「

同

」

―

|

1

0

三

号

）

。

「
日

本

紀

略

」

・

「
扶

桑

略

記

」
。

東

大

寺

要

録

」

巻

七

「

講

堂

供

疫

事

」

。

「
日

本

紀

略

」
。

前

掲

註

(

6

5

)

。

延

喜

十

年

八

月

九

日

任

（

「
東

南

院

文

書

」

―

|

―

七

二

号

）

。

そ

の

後

平

時

望

が

弁

別

当

に

任

ぜ

ら

れ

る

延

喜

十

八

年

五

月

二

十

三

日

（

「
東

大

寺

別

当

次

第

」

智

鎧

条

）

ま

で

そ

の

任

に

あ

っ

た

と

思

わ

れ

る

。

「
東

大

寺

要

録

」

巻

七

「

講

堂

供

茂

事

」

。

「
同

」

巻

十

「

新

記

廿

巻

」

の

う

ち

「

講

堂

修

理

事

」

。

な

お

、

先

の

修

理

大

仏

時

と

同

様

に

今

回

も

検

校

が

置

か

れ

て

い

た

こ

と

が

わ

か

る

。

東

大

寺

に

於

け

る

初

期

の

検

校

が

、

共

に

大

規

模

修

理

造

営

時

に

設

け

ら

れ

て

い

る

こ

と

に

注

意

し

た

い

。

「

同

」

巻

七

「

講

堂

供

蓑

事

」

承

平

五

年

五

月

九

日

条

。

「

貞

信

公

記

」

。

「

同

」

。

但

し

、

「

大

日

本

古

記

録

」

本

に

於

て

、

「

造

東

大

寺

長

官

」

の

傍

に

「
藤

原

恒

佐

」

と

す

る

校

訂

註

が

入

っ

て

い

る

。

こ

れ

は

丁

度

一

カ

月

前

に

あ

た

る

同

年

五

月

五

日

付

官

牒

（

「
東

南

院

文

書

」

一

ー

一

七

七

号

）

に

て

中

納

言

藤

原

恒

佐

が

別

当

に

任

ぜ

ら

れ

た

の

を

意

識

し

た

も

の

で

あ

ろ

う

か

。

し

か

る

に

恒

佐

は

中

納

言

と

し

て

公

卿

別

当

に

相

当

す

る

の

で

あ

り

、

造

講

堂

長

官

で

弁

別

当

を

兼

ね

る

平

時

望

の

例

か

ら

察

す

れ

ば

、

弁

官

が

任

ぜ

ら

れ

る

べ

き

で

あ

り

、

こ

の

時

弁

別

当

で

あ

っ

た

源

公

忠

（

延

長

七

年

二

月

―

―

十

五

日

任

、

「
東

南

院

文

書

」

―

|

-

七

六

号

）

と

す

る

方

が

よ

り

俗

別

当

と

し

て

の

可

能

性

が

あ

ろ

う

。

「
新

修

国

分

寺

の

研

究

」

所

収

、

堀

池

春

峰

氏

校

訂

。

「
東

南

院

文

書

J

I

|

―

七

五

号

。

「

公

卿

補

任

」

延

長

八

年

条

、

平

時

望

条

尻

附

゜

「
東

南

院

文

書

J

I

|

―

三

八

号

。
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〇九八七六五四三ニー〇九八七六五四

方Cコ

太

政

官

牒

東

大

寺

応

補

造

寺

所

知

事

偲

燈

満

位

僧

泰

慶

呼

珊

六

花

巌

宗

導

寺

右

、

得

彼

寺

解

備

、

前

知

事

僧

忠

照

秩

満

之

替

、

以

件

泰

慶

、

所

謂

如

件

者

、

大

納

言

正

三

位

兼

右

近

術

大

将

皇

太

子

偲

藤

原

朝

臣

道

明

宣

、

依

請

者

、

寺

宜

承

知

、

依

宣

行

之

、

牒

到

准

状

、

故

牒

延

喜

十

八

年

六

月

廿

日

造

講

堂

判

官

正

六

位

上

行

左

少

史

丈

部

宿

禰

有

澤

牒

（

五

カ

）

（

裏

）

造

講

堂

長

官

右

少

辣

正

六

位

下

平

朝

臣

「

時

望

」

（

以

下

、

奉

行

署

名

略

）

東
大
寺
三
綱

・
造
寺
所
職
員
補
任
太
政
官
牒

《
付
表
》
に
見
え
る
宣
者
（
上
卿
）

・
弁
官

・
史
一
覧

・

典

拠

は

「
東

南

院

文

書

」

一

書

之

一

）

。

・

ゴ

シ

ッ

ク

体

の

人

名

に

つ

い

て

、

「

宣

者

」

「

弁

官

」

の

場

合

は

俗

別

当

在

任

者

を

、

「

史

」

の

場

合

は

造

東

大

寺

講

堂

使

判

官

兼

任

者

を

、

そ

れ

ぞ

れ

示

す

。

三
綱
補
任
官
牒

（

「

大

日

本

古

文

書

」

家

わ

け

第

十

八

・

東

大

寺

文

- ll7- (12) 
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(
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(

4

0

)

 

(

4

1

)

 

(

4

2

)

 
37 36 35 34 33 

前
掲
註
(

1

6

)

湯
浅
氏
論
文
。

例
え
ば
延
喜
十
四
年
七
月
八
日
付
太
政
官
牒
（
「東
南
院
文
書
」
―
|

―
三
七
）
に
見
え
る
中
納

言
藤
原
道
明
（
宣
者
）
と
左
少
弁
藤
原
当
幹
な
ど
。

「
平
安
前
期
僧
綱
制
の
展
開
」
（
「史
舛
」
二
四
号
、
日
本
女
史
大
学
史
学
研
究
会
）
。

「
諸
大
寺
井
有
封
寺
別
営
三
綱
。
以
四
年
為
秩
限
。
遷
代
之
日
。
即
責
解
由
。
但
廉
節
可
稲
之

徒
不
論
年
限
。
殊
録
功
績
。
申
官
哀
賞
。
自
餘
諸
寺
。
依
官
符
任
別
営
。
及
尼
寺
鎮
並
同
此
例
。

其
未
得
解
由
之
輩
。
永
不
任
用
。
亦
不
預
公
請
。
但
僧
綱
別
勅
任
別
嘗
者
。
不
在
此
限
。
」
「
諸

寺
以
別
嘗
為
長
官
。
以
三
綱
為
任
用
。
解
由
与
不
勘
知
。
井
覺
畢
遺
漏
。
及
依
理
不
盛
返
却
等

之
程
、

一
同
京
官
其
与
不
之
状
。
令
綱
所
押
署
。
」

な
お
こ
の
貞
観
十
二
年
制
は

「延
喜
式
j
玄
蕃
寮
に
も
同
文
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
貞
観
十
三

年
八
月
撰
進
し
九
月
に
頒
布
さ
れ
た
「貞
観
式
j
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、

「三
代
実
録
j

元
慶
六
年
六
月
遍
照
七
条
起
請
の
其
五
に
て
「
式
云
」
と
し
て
同
文
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
も
知
ら
れ
て
い
る
。

橋
本
政
良
氏
「
古
代
寺
院
運
営
に
お
け
る
三
綱
の
役
割
と
そ
の
選
任
に
つ
い
て
」
（「
ヒ
ス
ト
リ

ア
」
九
五
号
）
。

牛
山
佳
幸
氏
「
寺
院
別
当
と
交
替
解
由
制
度
」
（
「古
文
書
研
究
」

一
九
号
）

「東
南
院
文
書
J
I
 

-
七
号
。

「東
南
院
文
書
」

一
ー
六
四
号
。

「東
南
院
文
書
」

―
|

―
五
八
号
。

即
ち
、
貞
観
十
三
年
八
月
十
七
日
に
南
淵
年
名
が
公
卿
別
当
に
任
ぜ
ら
れ
る
以
前
に
お
い
て
中

納
言
藤
原
常
行
が
任
じ
て
お
り
（
「東
南
院
文
書
」

―
|

―
五
八
号
）
、
ま
た
右
中
弁
藤
原
良
近

も
貞
観
十
三
年
以
前
か
ら
別
当
で
あ
り
、

「東
大
寺
別
当
次
第
」
真
和
条
に
も
俗
別
当
と
し
て
記

さ
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
南
淵
年
名
以
外
の
別
当
が
官
符
宣
者
を
勤
め
得
な
か
っ
た
の
は
、
別
当
が
中
納
言
以

上
の
地
位
で
な
い
場
合
が
多
か
っ
た
こ
と
が
ま
ず
第
一
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
元
慶
元
年
別
当
に

任
じ
た
（
「東
南
院
文
書
」
―
|

―
六
O

)

在
原
行
平
は
同
六
年
正
月
ま
で
参
議
で
あ
り
、
ま
た

仁
和
三
年
別
当
に
任
じ
た
。
（
「同
j
-
I
一
九
八
頁
）
源
直
は
任
中
参
議
の
ま
ま
で
あ
っ
た
（
「公

卿
補
任
」
）
。
即
ち
参
議
が
官
符
及
び
官
宣
旨
を
宣
下
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
な
い
（
土
田
直
鎮

氏
「
上
卿
に
つ
い
て
」
（「日
本
古
代
史
論
集
j
下
）
）
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
寛
平
九
年
七
月
か
ら
延
喜
元
年
正
月
ま
で
の
間
は
大
納
言
藤
原
時
平
と
同
菅
原
道
真
の

両
名
に
対
し
奏
請
宣
行
に
当
る
べ
く
指
示
が
下
り
（
「日
本
紀
略
」
寛
子
九
年
七
月
三
日
条
、
山

本
信
吉
氏
「
平
安
中
期
の
内
覧
に
つ
い
て
」
（
「続
日
本
古
代
史
論
集
」
下
）
）
、
こ
の
時
期
の
官

符
は
全
て
両
者
い
ず
れ
か
の
上
卿
に
よ
る
も
の
と
な
り
、
こ
の
傾
向
は
、
時
平
が
昌
泰
元
年
よ

り
俗
別
当
（
検
校
）
と
な
り
任
牒
宣
下
に
携
わ
る
ま
で
、
東
大
寺
三
綱

・
知
事
補
任
官
牒
発
給

事
務
に
ま
で
及
ん
だ
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
形
式
に
つ
い
て
は

「北
山
抄
」
巻
六
に
て
俗
別
当
の
果
た
す
役
割
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

諸
寺
別
営
三
綱
座
主
等
事

59 

十
五
大
寺
、
有
封
諸
寺
、
御
願
寺
、
奉
勅
官
符
、
或
三
司
解
、
或
五
師
大
衆
翠
状
、
或
僧

綱
自
解
等
、
望
申
之
時
、
下
給
別
常
上
卿
、
勅
定
後
下
弁
、
（
中
略
）
自
余
三
司
解
、
有
公

卿
別
嘗
者
、
不
経
結
政
申
其
人
。

(

4

5

)

(

4

6

)

(

4

7

)

(

4

8

)

「文
徳
実
録
」
。
な
お
、
こ
の
時
の
大
仏
修
理
を
め
ぐ
る
政
治
情
勢
に
つ
い
て
は

彦
由
三
枝
子
氏
「
天
安
二
年
大
政
変
と
東
大
寺
大
仏
修
理
」
（
「政
治
経
済
史
学
」
二

0
0号）

に
よ
っ
て
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(

4

9

)

こ
れ
は
東
大
寺
に
於
け
る
僧
職
と
し
て
の
検
校
の
初
例
で
あ
る
。
な
お
真
如
は
出
家
後
東
大
寺

に
入
寺
し
て
お
り
（
「三
代
実
録
j
元
慶
五
年
十
月
十
三
日
条
等
）
、
東
大
寺
と
の
関
係
浅
か
ら

ざ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
真
如
の
経
暦
等
に
つ
い
て
は
杉
本
直
治
郎
氏

「真
如
親
王
伝
研
究
」
に

詳
述
さ
れ
て
い
る
。

(

5

0

)

貞
観
六
年
条
、
大
枝
音
人
条
尻
附
゜

(

5

1

)

貞
観
十
四
年
条
、
菅
原
是
善
条
尻
附
゜

(

5

2

)

「東
南
院
文
書
」

一
ー
九
九
号
。

(

5

3

)

「東
大
寺
要
録
」
巻
三
「
供
養
東
大
寺
薩
舎
那
大
仏
記
文
」
。
な
お

「三
代
実
録
」
同
年
月
日
条

に
は
詔
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
。

(

5

4

)

「東
大
寺
要
録
」
巻
三
「
御
頭
供
用
日
記
」
貞
観
三
年
三
月
十
二
日
条
。

(

5

5

)

両
人
の
経
歴
に
つ
い
て
は
、
林
陸
朗
氏
「
大
江
音
人
と
菅
原
是
善
ー
貞
観
期
の
政
界
と
学
界
ー
」

（「上
代
政
治
社
会
史
の
研
究
」
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

大
枝
音
人
に
つ
い
て
は
、

「扶
桑
略
記
」
元
慶
元
年
十
一
月
三
日
条
の
甍
伝
に
て
「
音
人
自
在
童

軋
。
深
信
仏
道
。
臨
終
精
来
不
乱
。
言
語
如
常
。
合
掌
向
西
方
。
誦
仏
頂
諄
勝
隆
羅
尼
七
返
畢

気
絶
」
と
あ
る
。
ま
た
、
菅
原
是
善
に
つ
い
て
は

「
三
代
実
録
J
.
「扶
桑
略
記
」
元
慶
四
年
八

月
三
十
日
条
の
菱
伝
に
「
最
崇
仏
道
、
仁
愛
人
物
、
不
好
殺
生
」
と
伝
う
。

前
掲
註
(

5

2

)

。

「東
大
寺
要
録
」
巻
三
「
供
養
東
大
寺
麿
舎
那
大
仏
記
文
」
か
ら
。

一
、
僧
行
事
検
校

偲
燈
修
行
賢
大
法
師
位
員
如

東
大
寺
別
嘗
博
燈
大
法
師
位
真
租

偲
燈
大
法
師
位
房
忠

造
東
大
寺
所
権
専
常
簿
燈
位
僧
恵
者

58 57 56 

一
、
行
事
官
員
俗
行
事
接
校

二
品
治
部
卿
某
甲
親
王

大
納
言
正
三
位
源
某
朝
臣

左
京
大
夫
従
四
位
下
在
原
朝
臣

大
和
守
正
五
位
下
弘
宗
王

散
位
布
瑠
宿
禰
清
貞

左
大
史
三
善
宿
禰
清
江

行
晶
翡

大
威
儀
師
偲
燈
大
法
師
位
正
義

権
威
儀
師
偲
燈
大
法
師
位
恵
戟

従
儀
師
偲
燈
満
位
寵
秀

従
儀
師
博
燈
住
位
峯
澄

右
大
臣
某
位
藤
原
某
朝
臣
（
↓
藤
原
良
相
、
筆
書
註
）

中
納
言
正
三
位
伴
宿
禰

右
少
朔
従
五
位
上
藤
原
家
宗

大
和
権
守
在
原
安
貞

散
位
奏
宿
禰
永
原

散
位
藤
原
朝
臣
春
生

(11) - 118-



註

(

1

)

造
東
大
寺
司
に
関
し
て
は
竹
内
理
三
氏
「日
本
上
代
寺
院
経
済
史
の
研
究
j
を
は
じ
め
と
し
て
、

井
上
薫
氏
「
奈
良
朝
仏
教
史
の
研
究

」
•

田
中
嗣
人
氏

「日
本
古
代
仏
師
の
研
究
」
等
に
て
組
織

内
容

・
活
動
等
が
詳
述
さ
れ
る
ほ
か
、
律
令
官
営
工
房
の
側
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
浅

香
年
木
氏

「日
本
古
代
工
業
史
の
研
究
」
が
あ
る
。

(

2

)

「
続
日
本
紀
」
延
暦
八
年
三
月
十
六
日
条
。

(

3

)

こ
の
造
東
大
寺
所
は
か
つ
て
造
寺
司
が
保
管
し
て
い
た
東
市
庄
巻
を
保
管
し
て
い
る
こ
と
か
ら

（
延
暦
十
五
年
八
月
「
東
大
寺
三
綱
牒
」
（
「平
安
遺
文
」

一
ー

一
四
号
）
）
、
造
寺
司
の
後
身
と

み
な
さ
れ
、
十
一
世
紀
半
ば
以
降
「
修
理
所
」
と
改
称
さ
れ
る
ま
で
存
続
し
た
と
さ
れ
る
。
（
大

河
直
射
「
造
東
大
寺
所
と
修
理
所
」
（
「
建
築
史
研
究
」
三
五
号
）
、
註
(

l

)

浅
香
氏
前
掲
書
、

ニ

二
三
頁
）

(

4

)

前
掲
註
（

3
）
、
大
河
氏
論
文
。

(

5

)

「
平
安
初
期
に
お
け
る
エ
人
組
織
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
「南
都
仏
教
j

―
九
号
）

(

6

)

(

7

)

前
掲
註
（
l
）
、
浅
香
氏
前
掲
書
、
ニ
ニ
四
頁
。

(

8

)

「
院
政
下
に
お
け
る
東
大
寺
の
位
置
ー
|
砧
竺
一
会
の
法
会
と
造
東
大
寺
長
官
を
通
し
て
ー
」

（「南
都
仏
教
」
五
二
号
）

こ
の
時
の
修
理
事
業
に
関
連
す
る
こ
と
と
し
て

「正
倉
院
文
書
」
巻
二
十
五

・
附
録
四
頁
に
、

大
仏
を
固
め
る
た
め
の
「
山
形
」
を
採
色
す
る
た
め
の
藤
密
二
十
斥
が
双
倉
よ
り
造
寺
所
に
下

し
置
か
れ
た
こ
と
が
見
え
る
ほ
か
、
大
同
一
一
年
六
月
二
日
付
太
政
官
牒
（
「平
安
遺
文
」
一
ー
三

一
号
）
か
ら
は
、
造
東
寺
司
と
の
間
で
仕
丁
の
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

，
 

政
官
に
よ
る
直
接
的
な
造
営
管
理
機
構
と
し
て
あ
ら
わ
れ
た
造
寺
使
が
、
こ
こ
に

於
い
て
公
卿

・
弁
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
俗
別
当
制
度
に
組
み
込
ま
れ
た
形
で
組

織
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
太
政
官
機
構
を
基
幹
と
し
た
俗
別
当
制
度
か
ら
派

生
し
た
、
造
寺
使
機
構
の
姿
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
、
俗
別
当
の

役
務
に
吸
収
さ
れ
た
姿
で
あ
る
と
同
時
に
ま
た
、
俗
別
当
の
役
務
と
し
て
明
確
化

さ
れ
た
形
態
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

以
上
、
造
寺
管
理
機
構
に
つ
い
て
述
べ
て
来
た
が
、
現
象
面
の
み
を
指
摘
し
た

に
留
ま
っ
た
部
分
が
殆
ど
で
あ
り
、
今
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
を
問
う
て
行
く
こ

と
が
課
題
と
な
る
。
甚
だ
雑
駁
な
論
容
ゆ
え
、
誤
解
・
曲
解
数
多
有
り
と
思
う
。

つ
い
て
は
諸
賢
の
御
叱
正
を
賜
わ
れ
ば
幸
甚
で
あ
る
。

「東
大
寺
要
録
」
巻
七
゜

前
掲
註
（
9
）、

「平
安
遺
文
」

「
実
忠
二
十
九
箇
条
」

「東
南
院
文
書
j
(「大
日
本
古
文
害
」
家
わ
け
第
十
八
東
大
寺
文
書
之
一
）

「公
卿
補
任
」
大
同
五
年
条
、
吉
備
泉
項
尻
附
゜

前
掲
註
(

9

)

の
大
同
二
年
六
月
二
日
付
太
政
官
牒
に
て
左
少
弁
と
し
て
官
牒
発
給
に
携
わ
る
。

菊
池
（
所
）
京
子
氏
は
こ
の
使
節
を
東
大
寺
俗
別
当
制
度
の
先
駆
的
な
存
在
と
し
て
位
置
付
け

ら
れ
（
「
俗
別
当
の
成
立
」
（
「
史
林
」
五
一

I
-
、
後
に

「日
本
名
僧
論
集
」
二

に
収
載
）
）
、
湯
浅

吉
美
氏
は
造
営
修
理
に
関
す
る
任
務
を
主
体
と
す
る
性
格
を
指
摘
さ
れ
、
見
住
僧
尼
監
理
の
た

め
の
官
人
派
遣
と
、
東
大
寺
俗
別
当
と
の
中
間
的
形
態
と
さ
れ
る
（
「東
大
寺
の
俗
別
当
に
つ
い

て
」
（
「国
史
研
究
会
報
」
五
号
）
）
。
当
時
の
修
理
情
況
や
官
人
構
成
か
ら
見
て
、
や
は
り
修
理

事
業
を
主
目
的
と
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
造
東
大
寺
使
の
先
駆
と
言
え
よ
う
。

天
長
年
間
の
こ
の
大
仏
修
理
に
つ
い
て
は
、
伊
藤
延
男
氏
「
大
仏
背
後
の
山
」
（
奈
文
研

「研
究

論
集
」
I

)

に
よ
っ
て
修
理
方
策
に
つ
い
て
の
論
争
や
経
緯
な
ど
が
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

「
天
台
座
主
記
」
（
「
続
群
書
類
従
j
第
四
輯
下
補
任
部
十
二）

延
暦
寺
の
俗
別
当
に
関
し
て
は
、
前
掲
註
(

1

6

)

の
菊
池
氏
論
文
の
ほ
か
、
湯
浅
吉
美
氏

「延
暦

寺
の
俗
別
当
に
つ
い
て
」
（
「
国
史
研
究
会
年
報
」
四
号
）
や
岡
野
浩
二
氏
「
延
暦
寺
俗
別
当
と

天
台
座
主
」
（
「駒
沢
史
学
j
―
二
三
号
）
な
ど
の
論
考
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
岡
野
氏
に
は

俗
別
当
制
度
を
は
じ
め
造
寺
長
官
に
至
る
ま
で
日
頃
よ
り
貴
重
な
御
示
唆
を
い
た
だ
い
て
お

り
、
本
稿
を
成
す
に
あ
た
っ
て
も
多
大
な
る
恩
恵
を
賜
わ
っ
た
。

(

2

0

)

(

2

1

)

前
掲
註
(

1

9

)

湯
浅
氏
論
文
。

(

2

2

)

前
掲
註
(

1

9

)

岡
野
氏
論
文
。

(

2

3

)

前
掲
註
(

1

6

)

菊
池
氏
論
文
。

(

2

4

)

「東
南
院
文
書
」

一
ー
ニ
―
-
0
号
。

(

2

5

)

前
掲
註
(

1

6

)

菊
池
氏
論
文
（
①

I
③
)
。
前
掲
註
(

1

6

)

湯
浅
氏
論
文
（
④
）
。

(

2

6

)

「東
南
院
文
書
」
ニ
ー
五
三
0
号
、
五
三
九
号
、
五
四
0
号
、
五
七
0
号
。

(

2

7

)

「平
安
遺
文
」
一
ー
九
一
号
。

(

2

8

)

「
平
安
遺
文
」
―
|
1
0
一
号
。

(

2

9

)

承
和
十
三
年
九
月
二
十
五
日
付
僧
綱
牒
（
「東
南
院
文
害
J
I

1

九
五
号
）
に
於
て
知
事
年
限
の

定
め
に
あ
た
り
「
別
営
左
大
弁
源
弘
宣
」
を
寺
別
当
が
僧
綱
に
伝
え
、
東
大
寺
に
牒
す
。
ま
た
、

天
安
元
年
六
月
七
日
付
僧
綱
牒
（
「東
南
院
文
書
」

一
ー
九
七
号
）
に
て
「
彼
寺
道
俗
別
嘗
」
の

要
請
に
よ
り
知
事
忠
純
を
重
任
さ
せ
て
い
る
。

③
に
於
て
「
別
営
中
納
言
源
朝
臣
」
と
あ
る
が
、
嘉
承
二
年
な
ら
び
に
仁
寿
二
年
当
時
、

「公
卿

補
任
」
に
よ
れ
ば
、
源
弘

・
源
定
が
共
に
中
納
言
と
し
て
該
当
し
、
両
人
と
も
従
三
位
や
が
て

正
三
位
。
な
お
、
源
弘
は
承
和
十
三
年
に
は
俗
別
当
で
あ
っ
た
（
前
掲
註
(

2

9

)

)

。

天
安
二
年
十
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
牒
（
「東
南
院
文
書
」

一
ー
九
九
号
）
。
後
述
。

「東
南
院
文
書
」

―

|
-
―
二
号

32 31 30 19 18 17 
(

1

0

)

 

(

1

1

)

 

(

1

2

)

 

(

1

3

)

 

(

1

4

)

 

(

1

5

)

 

(

1

6

)

 

-
|
-―――号。

l
|
1
1
0
六
号
。
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期
間
中
の
東
大
寺
三
綱
・
造
寺
所
知
事
等
の
補
任
官
牒
の
作
成
に
あ
た
っ
て
い
る
。

さ
て
、
附
表

I
.
I
I
に
示
さ
れ
た
と
お
り
、
三
綱
・
知
事
補
任
官
牒
発
給
手
続

き
に
於
い
て
、
貞
観
十
三
年
以
降
の
官
牒
に
於
い
て
は
、
公
卿
別
当
が
中
納
言
以

上
で
あ
れ
ば
、
ほ
ぽ
上
卿
と
し
て
官
符
宣
者
と
な
り
、
弁
別
当
が
発
給
責
任
者
と

し
て
携
わ
る
の
を
通
例
と
す
る
情
況
下
、
造
講
堂
使
設
置
相
当
期
間
内
に
於
い
て

も
そ
の
傾
向
の
も
と
、
公
卿
別
当
・
弁
別
当
と
、
そ
し
て
史
が
造
東
大
寺
判
官
と

し
て
造
寺
官
機
構
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
三
者
を
特
定
の
人
物
に
よ
っ
て
専

当
さ
せ
る
形
と
な
る
。
か
か
る
状
況
下
に
て
、
例
え
ば
延
喜
十
八
年
六
月
二
十
日

(

7

8

)
 

付
太
政
官
牒
に
於
て
は
、
宣
者
上
卿
が
公
卿
別
当
・
弁
官
た
る
弁
別
当
が
造
講
堂

長
官
・
史
が
同
判
官
と
い
う
系
列
下
で
事
務
処
理
が
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ

こ
に
、
上
卿
・
弁
・
史
の
官
符
発
給
シ
ス
テ
ム
に
の
っ
と
っ
た
俗
別
当
及
び
造
寺

官
の
編
成
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
。

延
喜

S
承
和
の
造
東
大
寺
講
堂
使
設
置
期
間
中
、
東
大
寺
三
綱
・
知
事
等
の
人

事
は
、
弁
別
当
を
兼
ね
る
造
寺
長
官
の
出
現
及
び
史
の
造
寺
使
機
構
(
1
1
判
官
）

へ
の
編
入
と
い
う
体
制
下
に
て
、
俗
別
当
（
公
卿
・
弁
）
及
び
造
寺
官
（
弁
別
当
・

史
）
の
も
と
で
補
任
手
続
が
行
な
わ
れ
る
形
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

俗
別
当
制
度
が
上
卿
・
弁
・
史
シ
ス
テ
ム
の
も
と
に
再
編
成
さ
れ
た
と
も
言
え

る
貞
観
十
三
年
前
後
以
降
、
東
大
寺
三
綱
・
造
寺
所
職
員
等
の
補
任
に
あ
た
っ
て
、

公
卿
別
当
が
上
卿
と
な
り
人
事
を
決
定
し
、
弁
別
当
が
弁
官
と
し
て
補
任
官
牒
発

給
責
任
者
と
な
る
形
式
が
整
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
延
喜

S
承
平
に
於
け
る

造
寺
使
は
、
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
に
の
っ
と
り
、
先
の
貞
観
の
修
理
大
仏
使
か
ら

一
歩
進
ん
で
史
ま
で
を
造
寺
使
判
官
に
組
み
込
ん
だ
体
制
で
あ
る
。

六
、
結
び
に
か
え
て

造
東
大
寺
司
廃
止
後
の
東
大
寺
に
於
け
る
修
理
事
業
へ
の
対
応
は
、
勅
使
・
検

校
の
派
遣
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
ほ
か
、
大
同
元
年
に
発
遣
せ
ら
れ
た
四
名
の
官

人
か
ら
な
る
検
校
使
は
、
造
寺
司
廃
止
後
の
最
初
の
管
理
機
構
と
し
て
編
成
さ
れ

た
も
の
と
言
え
る
。
そ
の
後
承
和
年
間
以
降
官
人
俗
別
当
が
設
置
さ
れ
る
と
、
当

寺
の
造
営
修
理
の
管
理
も
そ
の
役
務
の
一
っ
と
な
っ
て
行
く
。

さ
て
斉
衡

S
貞
観
期
に
於
け
る
大
仏
修
理
機
構
は
、
如
上
の
如
く
公
卿
（
右
大

臣
藤
原
良
相
）
ー
弁
官
1
1
修
理
大
仏
長
官
（
大
江
音
人
•
藤
原
家
宗
）
~
（
三

善
清
江
）
と
い
う
、
上
卿

・
弁
・
史
シ
ス
テ
ム
に
基
く
太
政
官
に
よ
る
東
大
寺
管

理
の
初
例
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
東
大
寺
に
於
い
て

公
卿
・
弁
官
に
よ
る
俗
別
当
制
度
が
未
確
立
な
状
況
下
に
あ
っ
た
そ
の
当
時
、
太

政
官
に
よ
る
直
接
的
な
修
理
事
業
運
営
を
は
か
ろ
う
と
し
た
体
制
で
あ
り
、
そ
れ

は
例
え
ば
僧
綱
に
知
事
補
任
権
が
帰
せ
ら
れ
て
い
た
造
寺
所
に
、
太
政
官
直
任
に

よ
る
権
専
当
を
置
い
て
造
寺
所
を
代
表
さ
せ
て
、
造
寺
所
の
直
接
的
管
理
を
目
指

し
た
こ
と
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
東
大
寺
に
於
け
る
俗
別
当
制
度
再
編
成
に
よ
る
東
大
寺
管
理
体
制

（
即
ち
、
弘
仁
以
来
延
暦
寺
に
て
行
な
わ
れ
て
い
た
公
卿
・
弁
に
よ
る
俗
別
当
制

度
の
東
大
寺
へ
の
導
入
）
は
、
こ
の
時
の
修
理
大
仏
事
業
に
於
け
る
太
政
官
の
対

応
の
あ
り
方
が
大
き
な
き
っ
か
け
と
な
っ
た
に
違
い
な
い
。
俗
別
当
制
の
制
度
的

確
立
の
画
期
で
あ
る
貞
観
十
三
年
当
時
、
そ
れ
以
前
よ
り
俗
別
当
に
任
じ
て
い
た

中
納
言
藤
原
常
行
・
左
中
弁
藤
原
良
近
ら
の
存
在
に
よ
っ
て
既
に
公
卿
別
当
・
弁

別
当
が
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

延
喜
末
延
長
承
平
年
間
に
お
け
る
造
東
大
寺
講
堂
使
は
、
公
卿
11
別
当
（
検
校
）
、

弁
官
11
弁
別
当
・
造
講
堂
使
長
官
、
史
11
造
講
堂
使
判
官
と
い
う
機
構
編
成
が
浮

か
び
あ
が
り
、
今
の
と
こ
ろ
平
時
望
に
於
い
て
の
み
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る

が
造
講
堂
使
長
官
と
弁
別
当
と
の
一
体
化
が
見
ら
れ
、
ま
た
史
が
造
寺
官
の
中
に

判
官
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
特
色
で
あ
る
。
斉
衡
＼
貞
観
期
に
太
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既
述
の
如
く
、
知
事
の
上
位
に
あ
る
権
専
当
は
、
太
政
官
牒
に
よ
る
補
任
で
あ
り
、

太
政
官
に
よ
る
造
寺
所
の
直
接
的
把
握
の
傾
向
を
見
る
。
ま
た
、
こ
の
頃
修
理
事

業
推
進
・
功
労
に
よ
る
造
寺
所
知
事
の
重
任
・
専
従
化
の
傾
向
も
見
ら
れ
、
特
に

(

6

2

)

(

6

3

)

(

6

4

)

 

知
事
忠
純
の
重
任
は
「
道
俗
別
当
」
の
意
向
に
よ
っ
て
お
り
、
令
晉
・
令
超
の
重

任
も
ま
た
寺
別
当
真
程
の
推
胞
の
結
果
と
し
て
で
あ
り
、
僧
綱
牒
に
よ
る
補
任
形

式
を
と
る
と
は
言
え
、
俗
別
当

・
寺
別
当
の
積
極
的
な
関
与
が
見
ら
れ
る
の
で
あ

る。
五
、
延
喜

・
延
長

・
承
平
の
講
堂
復
興
と
造
東
大
寺
講
堂
使

こ
こ
で
は
公
卿
別
当
・
弁
別
当
か
ら
な
る
俗
別
当
制
度
の
確
立
を
見
る
貞
観
十

三
年
以
降
に
於
け
る
俗
別
当
と
造
寺
長
官
と
の
関
連
を
ポ
イ
ン
ト
に
、
造
東
大
寺

講
堂
使
と
修
理
事
業
に
つ
い
て
と
ら
え
て
み
る
。

(

6

5

)

 

貞
観
の
大
仏
修
理
か
ら
半
世
紀
余
り
を
経
た
延
喜
十
七
年
十
二
月
一
日
、
講
堂

(

6

6

)

 

及
び
三
面
僧
房
か
ら
な
る
大
規
模
な
東
大
寺
講
堂
院
が
消
失
す
る
。
同
四
日
寺
よ

り
朝
廷
に
失
火
が
奏
せ
ら
れ
、
同
日
宇
多
法
皇
が
東
大
寺
に
赴
き
諷
誦
を
修
せ
し

(

6

7

)

 

め
る
一
方
、
調
布
五
百
段
を
施
し
、
翌
五
日
左
少
弁
藤
原
当
幹
（
こ
の
時
東
大
寺

(

6

9

)

 

俗
別
当
の
任
に
あ
っ
た
）
を
勅
使
と
し
て
派
遣
し
綿
一
千
屯
を
衆
僧
に
施
し
た
。

(

7

0

)

 

翌
年
三
月
二
十
三
日
に
は
造
東
大
寺
講
堂
使
が
任
ぜ
ら
れ
る
。
同
二
十
年
十
二
月

二
十
八
日
に
は
、
造
東
大
寺
講
堂
検
校
観
賢
及
び
寺
別
当
観
宿
よ
り
復
興
造
営
推

(

7

1

)

 

進
の
方
針
が
示
さ
れ
た
。
そ
の
後
財
政
難
に
悩
ま
さ
れ
な
が
ら
も
続
け
ら
れ
、
承

(

7

2

)

 

平
五
年
に
至
り
よ
う
や
く
講
堂
再
建
な
り
、
五
月
九
日
講
堂
供
養
会
が
催
さ
れ
た

の
で
あ
る
。

講
堂
復
興
に
あ
た
っ
て
設
け
ら
れ
た
造
東
大
寺
講
堂
使
に
つ
い
て
見
て
行
き
た

、A0

『
東
大
寺
要
録
』
に
よ
る
と
、
延
喜
十
八
年
三
月
二
十
八
日
に
は
、
長
官
平
時

望
（
正
五
位
下
、
左
少
弁
）
、
次
官
文
屋
幸
行
（
従
五
位
下
、
前
主
水
正
）
、
判
官

丈
部
有
沢
（
正
六
位
上
、
左
少
史
）
、
主
典
阿
刀
平
諸
（
正
六
位
下
、
左
京
大
属
）

が
任
ぜ
ら
れ
、
同
年
六
月
二
十
日
に
は
判
官
菅
野
常
生
（
木
工
少
充
）
、
主
典
壬
生

時
春
が
加
え
ら
れ
、
更
に
八
月
十
五
日
に
は
算
師
依
智
秦
信
臣
が
加
え
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
に
、
弁
官

・
史
の
ほ
か
、
木
工
少
充

・
算
師
な
ど
の
予
算

・
見
積
り
等

の
算
定
に
携
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
技
術

・
実
務
官
人
も
動
員
さ
れ
て
い
る
様
子
も
見

え
る
。
こ
の
後
の
造
寺
官
人
事
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
、
『
東
南
院
文
書
』

所
収
の
三
綱

・
知
事
補
任
官
牒
に
見
ら
れ
る
造
寺
官
の
肩
書
を
有
す
る
官
人
と
し

て
は
、
長
官
平
時
望
の
ほ
か
、
判
官
と
し
て
丈
部
有
沢
（
左
少
史
・
左
大
史
）
、
秦

貞
興
（
右
大
史
）
、
物
部
本
興
（
右
大
史
）
、
坂
上
経
行
（
右
大
史
）
、
桧
前
忠
明
（
左

(

7

3

)

 

少
史
）
ら
で
あ
る
（
付
表
II
参
照
）
。
な
お
諸
記
録
に
延
長
五
年
六
月
四
日
や
承
平

(

7

4

)

 

元
年
閏
五
月
五
日
に
造
東
大
寺
長
官

・
主
典
を
任
ず
る
記
載
が
見
え
る
が
、
具
体

的
人
名
は
不
詳
で
あ
る
。

(

7

5

)

 

造
講
堂
長
官
平
時
望
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ま
ず
『
東
大
寺
別
当
次
第
』
第
三

十
八
代
別
当
智
鎧
条
に
於
い
て
俗
別
当
歴
名
の
位
置
に
「
造
講
堂
長
官
右
少
弁
正

（

延

喜

）

五
位
下
平
朝
臣
時
望
同
十
八
年
五
月
廿
三
日
符
」
（
傍
註
筆
書
）
と
記
さ
れ
、
且
つ
延
喜

(

7

6

)

 

二
十
一
年
三
月
八
日
付
俗
別
当
藤
原
元
方
補
任
の
太
政
官
牒
に
て
、
「
件
人
宜
補
別

.

... 

当
左
少
弁
平
朝
臣
時
望
遷
任
修
理
大
夫
之
替
」
（
傍
点
筆
者
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

延
喜
十
八
年
三
月
二
十
八
日
に
造
講
堂
長
官
に
任
ぜ
ら
れ
た
平
時
望
は
、
同
年
五

月
二
十
三
日
に
東
大
寺
俗
（
弁
）
別
当
に
任
じ
、
同
二
十
一
年
正
月
三
十
日
に
修
理

(

7

7

)

 

大
夫
に
遷
任
す
る
ま
で
の
間
、
弁
官
に
し
て
造
講
堂
長
官
兼
俗
別
当
と
し
て
講
堂

修
理
に
携
わ
っ
て
い
た
。
こ
こ
に
、
造
寺
（
講
堂
）
長
官
と
俗
別
当
を
兼
帯
す
る
例

を
史
料
上
初
見
す
る
。

造
講
堂
判
官
に
つ
い
て
は
全
て
史
が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
既
述
の
と
お
り

で
あ
る
。
そ
し
て
造
東
大
寺
講
堂
判
官
た
る
弁
官
局
史
と
し
て
、
造
講
堂
使
設
置

-121- (8) 



権
知
事
の
補
任
は
僧
綱
牒
に
よ
る
の
を
通
例
と
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
知
事
よ

り
上
席
の
権
専
当
は
、
上
卿
藤
原
良
相
か
ら
弁
官
で
あ
る
修
理
大
仏
使
長
官
藤
原

家
宗
に
補
任
の
旨
が
宣
せ
ら
れ
、
左
大
史
三
善
清
江
に
伝
え
て
作
成
さ
せ
た
太
政

官
牒
に
よ
っ
て
補
任
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
大
仏
修
理
事
業
に
際
し
て
太
政
官
に

よ
る
造
東
大
寺
所
へ
の
よ
り
直
接
的
管
理
を
目
指
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
よ
う
。

こ
の
時
藤
原
家
宗
は
弁
官
と
し
て
官
牒
発
給
事
務
に
携
わ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
同

時
に
修
理
東
大
寺
大
仏
使
長
官
を
兼
帯
し
、
造
東
大
寺
所
職
員
補
任
手
続
き
に
携

わ
っ
た
と
言
え
る
。

さ
て
次
に
、
こ
の
太
政
官
牒
発
給
に
あ
た
っ
て
、
上
卿
と
し
て
宣
を
下
す
立
場

に
あ
っ
た
右
大
臣
藤
原
良
相
に
つ
い
て
、
東
大
寺
大
仏
修
理
と
の
関
わ
り
合
い
を

跡
付
け
て
み
た
い
。

m
斉
衡
二
年
九
月
二
十
八
日
、
修
理
東
大
寺
大
仏
検
校
真
如
と
と
も
に
、
当

時
大
納
言
で
あ
っ
た
藤
原
良
相
が
、
修
理
方
針
に
つ
い
て
奏
言
す
。

り
天
安
二
年
十
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
牒
（
前
掲
、
権
専
当
補
任
官
牒
）

発
給
に
あ
た
っ
て
上
卿
と
し
て
臨
む
。

り

貞

観

三
年
正
月
二
十
一
日
付
太
政
官
符
（
大
仏
供
養
会
前
後
二
週
間
の
殺

生
禁
断
等
）
発
給
に
あ
た
っ
て
の
上
卿
。
な
お
、
弁
官
は
大
枝
音
人
。
史
は

三
善
清
江
゜

口

貞

観

三
年
三
月
十
ニ
・
十
三
日
、
大
仏
供
養
会
に
向
け
て
諸
事
務
の
指
揮

を
行
う
。
（『東
大
寺
要
録
』
巻
三
「
御
頭
供
養
記
」
）

切
供
養
会
開
催
場
所
の
乱
行
輩
や
大
童
子
の
乱
悪
の
禁
制
を
定
め
る
に
あ
た

り
上
卿
と
し
て
臨
む
。
な
お
良
相
の
奉
勅
宣
を
右
小
弁
藤
原
家
宗
が
伝
宣
し

て
い
る
。
（
『同
右
』
巻
三
「
供
養
東
大
寺
蓋
舎
那
佛
記
文
」
）

大
仏
供
養
会
の
際
、
幡

・
絹

・
調
布
等
を
奉
加
。
（
同
右
）

(

5

9

)
 

大
仏
供
養
会
に
あ
た
り
俗
行
事
検
校
と
し
て
列
す
。
（
藤
原
家
宗
・三
善
清

（キ） （力）

江
も
列
席
）
（
同
右
）

以
上
の
事
例
か
ら
、
藤
原
良
相
が
大
仏
修
理
事
業
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
様

子
が
窺
え
よ
う
。
特
に
東
大
寺
修
理
に
付
帯
す
る
諸
務
裁
定
に
関
し
て
、
藤
原
良

相
が
官
符
宣
者
た
る
上
卿
と
な
り
、
い
に
於
い
て
修
理
大
仏
長
官
藤
原
家
宗
が
弁

官
と
し
て
官
牒
発
給
に
携
わ
り
、
回
に
於
い
て
も
か
つ
て
長
官
の
任
に
あ
っ
た
大

枝
音
人
が
弁
官
と
し
て
携
わ
り
、
且
つ
双
方
と
も
史
と
し
て
三
善
清
江
が
名
を
連

ね
て
い
る
。
平
安
か
ら
貞
観
年
間
に
か
け
て
の
時
期
に
於
い
て
藤
原
良
相
は
諸
官

(

6

0

)
 

符
の
宣
者
と
し
て
頻
出
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
か
か
る
東
大
寺
大
仏
修
理

に
関
し
て
も
そ
の
右
大
臣
た
る
立
場
に
て
と
り
行
な
わ
れ
た
機
務
の
―
つ
で
あ
っ

て
、
上
卿
と
し
て
東
大
寺
に
関
す
る
事
だ
け
を
専
ら
行
な
っ
て
い
た
わ
け
で
も
な

く
、
東
大
寺
の
事
だ
け
に
専
当
的
に
携
わ
っ
て
い
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
無
論

出
来
な
い
。
し
か
れ
ど
も
切
に
見
る
検
校
真
如
と
と
も
に
行
っ
た
奏
上
に
は
じ
ま

る
一
連
の
良
相
の
関
わ
り
の
中
に
、
修
理
大
仏
事
業
あ
る
い
は
東
大
寺
に
対
す
る

特
定
の
役
務
（
公
卿
別
当
的
立
場
）
の
兼
帯
を
想
起
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
大
仏
修
理
事
業
は
、
時
の
大
納
言

・
右
大
臣
た
る
藤
原
良
相
の
も
と
で
、

弁
官
で
あ
る
修
理
大
仏
長
官
を
中
心
に
事
業
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
と
言
え
る
。
修

理
事
業
遂
行
の
た
め
の
諸
施
策
実
行
に
あ
た
っ
て
は
、
官
符
（
牒
）
発
給
手
続
の
上

で
の
宣
者
（
上
卿
）
と
弁
官
と
の
関
係
に
於
い
て
処
理
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る
。
こ
こ
に
、
弁
官
が
長
官
を
兼
帯
す
る
修
理
東
大
寺
大
仏
使
の
基
本
的
性

格
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
弁
官
が
造
寺
官
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
い
・
回

・
田
に
於
い
て
そ
の
名
を
見
る
史
た
る
一
一
一
善
清
江
に

つ
い
て
も
当
該
事
業
へ
の
専
当
化
の
傾
向
が
窺
え
る
。

(

6

1

)
 

な
お
、
こ
の
時
期
の
造
東
大
寺
所
の
動
勢
で
あ
る
が
、
権
専
当

・
権
知
事
の
増

置
に
見
る
よ
う
に
修
理
事
業
推
進
の
た
め
の
組
織
的
充
実
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

(7) -122-



城
天
皇
第
三
子
で
あ
り
か
つ
て
皇
太
子
の
地
位
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
る
真
如
の
特

別
な
身
分
が
、
東
大
寺
大
仏
修
理
事
業
そ
の
も
の
の
総
裁
的
立
場
と
し
て
の
「
接

校
」
の
地
位
に
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
司
は
、
東
大
寺
側
を
代

表
す
る
修
理
管
理
体
制
あ
る
い
は
機
構
を
表
現
し
た
呼
称
と
言
え
よ
う
か
。

「
修
理
（
造
）
東
大
寺
大
仏
使
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
長
官
の
任
に
あ
っ
た
大
枝

（
江
）
音
人・
菅
原
是
善
•

藤
原
家
宗
の
三
人
の
人
名
の
み
判
明
す
る
。

(

5

0

)
 

①
大
枝
音
人
「
公
卿
補
任
』
に
よ
れ
ば
斉
衡
三
年
正
月
十
一
日
左
少
弁
に
任

（

使

力

）

ぜ
ら
れ
る
と
同
時
に
「
修
理
東
大
寺
大
佛
像
長
官
」
に
任
ず
と
あ
る
。
時
に

従
五
位
上

・
東
宮
学
士
。
ま
た
『
弁
官
補
任
』
に
於
い
て
は
天
安
元
年

・
同

二
年
の
条
に
「
（
修
理
東
大
寺
大
佛
）
長
官
」
と
し
て
見
え
る
。

(

5

1

)
 

②
菅
原
是
善
『
公
卿
補
任
』
に
は
年
月
日
不
詳
な
が
ら
斉
衡
三
年
三
月
二
日

条
（
任
左
京
大
夫
）
と
天
安
元
年
五
月
八
日
条
（
兼
美
作
守
）
の
記
載
に
は

さ
ま
れ
て
「
修
理
東
大
寺
大
佛
使
長
官
」
と
あ
る
。
時
に
従
四
位
下

・
文
章

博
士

・
左
京
大
夫
。
な
お
『
尊
卑
分
脈
』
に
も
年
月
不
詳
な
が
ら
「
修
理
東

大
寺
大
佛
長
官
」
と
あ
る
。

③
藤
原
家
宗
『
文
徳
実
録
」
天
安
二
年
四
月
十
九
日
条
に
て
「
造
東
大
寺
大

仏
長
官
」
に
任
ぜ
ら
れ
る
。
時
に
右
少
弁

・
従
五
位
下
。
な
お
、
天
安
二
年

(

5

2

)

 

十
二
月
二
十
五
日
付
太
政
官
牒
に
て
「
修
理
東
大
寺
大
佛
使
長
官
従
五
位
上

守
右
少
辮
兼
行
中
宮
亮
」
と
あ
る
。
ま
た
『
三
代
実
録
』
貞
観
二
年
四
月
二

十
九
日
条
に
も
「
修
理
東
大
寺
大
佛
長
官
従
五
位
上
守
右
少
耕
」
と
あ
る
。

大
枝
音
人
と
菅
原
是
善
は
「
公
卿
補
任
』
の
記
載
か
ら
は
ほ
ぽ
同
時
期
に
長
官

の
任
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
長
官
二
員
制
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
菅
原
是

善
は
い
つ
ま
で
そ
の
任
に
あ
っ
た
か
は
不
詳
だ
が
、
大
枝
音
人
の
場
合
は

『弁
官

補
任
』
か
ら
、
天
安
二
年
ま
で
は
在
任
し
、
同
年
四
月
に
な
っ
て
藤
原
家
宗
と
交

替
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
長
官
の
人
名
の
み
判
明
し
、
次
官

・
判
官

・

主
典
等
の
下
部
組
織
の
存
在
に
つ
い
て
は
一
切
不
明
で
あ
る
。

修
理
東
大
寺
大
仏
使
長
官
の
具
体
的
な
役
割
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
不
明
の
部

分
も
多
く
限
定
さ
れ
た
史
料
の
中
で
示
さ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
大
枝
音
人
に
つ
い

て
は
そ
の
長
官
在
任
相
当
期
間
を
は
ず
れ
直
接
そ
の
任
務
と
は
言
え
な
い
か
も
知

(

5

3

)

 

れ
な
い
が
、
貞
観
三
年
正
月
二
十
一
日
付
太
政
官
符
（
大
仏
修
理
成
り
、
大
仏
供

養
会
期
日
前
後
二
週
間
の
殺
生
禁
断
そ
の
他
の
こ
と
を
命
じ
た
も
の
）
に
於
い
て

左
中
弁
と
し
て
発
給
に
携
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
菅
原
是
善
に
つ
い
て
は
そ
の
文

章
博
士
と
し
て
の
立
場
及
び
教
養
に
裏
付
け
ら
れ
た
部
分
も
強
く
作
用
し
て
い
る

(

5

4

)
 

で
あ
ろ
う
が
、
大
仏
供
養
会
の
願
文
及
び
兜
願
文
の
起
草
者
と
し
て
深
く
関
わ
っ

(

5

5

)
 

て
い
る
。
菅
原
是
善
も
大
枝
音
人
も
当
代
き
っ
て
の
良
吏

・
文
人
政
治
家
と
し
て

(

5

6

)
 

そ
の
名
を
馳
せ
、
か
つ
私
的
に
は
仏
教
信
仰
者
の
側
面
が
あ
っ
た
。
ま
た
、
大
枝

音
人
は
弁
官
局
を
歴
任
し
た
そ
の
官
歴
か
ら
は
有
能
な
る
実
務
官
僚
の
姿
が
窺

え
、
造
寺
使
前
半
期
の
修
理
事
務
に
関
し
て
は
主
に
音
人
が
担
当
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
藤
原
家
宗
の
長
官
在
任
中
の
仕
事
と
し
て
、
天
安
二
年
十
二
月
二
十
五
日
付

(

5

7

)
 

太
政
官
牒
（
造
寺
所
権
専
当
の
任
命
）
の
発
給
に
携
わ
っ
て
い
る
の
が
見
え
る
。

太
政
官
牒
東
大
寺

偲
燈
住
位
僧
恵
者

右
、
右
大
臣
宣
、
件
僧
宜
定
造
彼
寺
所
専
嘗
者
、
寺
宜
承
知
、
依
宣
行
之
、

但
、
不
可
充
行
被
彼
所
供
養
井
従
料
、
牒
到
准
状
、
故
牒
、

天
安
二
年
十
二
月
廿
五
日
左
大
史
正
六
位
上
三
善
宿
禰
清
江

修
理
東
大
寺
大
佛
使
長
官
従
五
位
上
守
右
少
辮
兼
行
中
宮
亮
藤
原
朝
臣

造
寺
所
権
専
当
は
そ
の
時
は
じ
め
て
設
け
ら
れ
た
も
の
で
、
従
来
の
造
寺
所
職

員
で
あ
る
知
事
よ
り
も
上
首
に
位
置
す
る
こ
と
は
、
大
仏
供
養
会
の
僧
行
事

(

5

8

)

 

検
校
の
歴
名
の
中
に
見
え
る
権
専
当
が
、
造
寺
所
を
代
表
す
る
形
で
列
席
し
て
い

た
こ
と
か
ら
窺
い
知
れ
る
。
こ
の
当
時
、
貞
観
十
二
年
以
前
に
於
い
て
造
寺
所
の
正

-123- (6) 



既
述
の
如
く
貞
観
十
二
年
か
ら
十
四
年
の
間
に
僧
綱
牒
か
ら
官
牒
に
よ
る
補
任
へ

と
変
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
大
寺
に
於
い
て
貞
観
十
二
年
制
を
画
期
と
し
て

官
符
（
牒
）
に
よ
る
別
当

・
三
綱

・
知
事
の
補
任
が
定
例
化
さ
れ
た
こ
と
を
確
認
さ

れ
て
い
る
。
そ
し
て
俗
別
当
に
つ
い
て
も
、
官
牒
に
よ
る
補
任
が
確
認
さ
れ
る
の

(

4

1

)
 

が
貞
観
十
三
年
八
月
十
七
日
以
降
に
つ
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
別
当
以
下
の
官
牒

に
よ
る
補
任
の
定
例
化
と
期
を
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
、
貞
観
十
三
年
を
別
当
制

確
立
の
画
期
と
さ
れ
て
い
る
。

貞
観
十
三
年
以
降
の
俗
別
当
は
、
参
議
以
上
の
公
卿
と
左
右
中

・
少
弁
を
中
心

と
す
る
弁
官
と
に
よ
る
二
員
体
制
が
確
立
し
て
お
り
、
ま
た
そ
れ
は
既
に
貞
観
十

(

4

2

)

 

三
年
以
前
に
も
行
な
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
以
前
に
見
ら
れ
た
公
卿
と
様
々

な
官
人
と
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
俗
別
当
が
、
公
卿
と
弁
官
と
に
集
約
さ
れ

た
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
官
牒
発
給
時
に
お
け
る
上
卿
と
弁
と
の
関
係
を
も
と
に

再
編
成
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
て
先
の
湯
浅
氏
に
よ
る
指
摘
で
あ
る
太
政
官
と
東
大
寺
の
直
結
構
造
に
つ
い

て
で
あ
る
が
、
三
綱
並
び
に
造
寺
所
知
事
の
補
任
官
牒
発
給
に
関
わ
っ
た
宣
者
（
上

卿）

・
弁

・
史
と
東
大
寺
俗
別
当
と
の
関
係
に
つ
い
て
見
る
な
ら
ば
（
〈
符
i
表
：
ー

・

II
参
照
）
、
双
方
と
も
貞
観
ー
寛
平
年
間
に
於
い
て
宣
者
と
し
て
見
え
る
別
当
は
南

(

4

3

)

 

淵
年
名
の
み
で
あ
り
、
弁
官
は
約
半
数
が
別
当
で
あ
る
。
し
か
る
に
昌
泰
年
間
以

降
は
官
牒
発
給
に
関
し
て
ほ
ぽ
公
卿
別
当
が
官
符
宣
者
と
な
り
、
弁
別
当
が
発
給

責
任
者
と
な
る
慣
例
が
成
立
し
た
と
言
え
る
。

以
上
の
如
く
、
貞
観
十
三
年
以
降
東
大
寺
別
当

・
三
綱

・
知
事
の
人
事
は
太
政

官
の
補
任
権
下
に
て
と
り
行
な
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
補
任
官
牒
の
発
給
に

際
し
官
人
俗
別
当
が
深
く
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。
特
に
昌
泰
年
間
以
降
中
納
言
以

上
の
公
卿
別
当
が
上
卿
と
し
て
宣
下
し
、
弁
別
当
が
そ
れ
を
受
け
て
官
牒
を
発
給

(

4

4

)

 

す
る
と
い
う
形
が
慣
例
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

四
、
斉
衡
・
天
安
・
貞
観
の
大
仏
修
理
と
修
理
（
造
）
東
大
寺
大
仏
使

さ
て
、
こ
う
し
た
俗
別
当
制
が
確
立
す
る
少
し
前
、
貞
観
初
頭
頃
行
な
わ
れ
た

大
規
模
な
修
理
事
業
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
僧
綱
牒
に
よ
る
造
寺
所
知
事
補

任
が
通
例
で
あ
っ
た
貞
観
十
二
年
以
前
に
、
一
例
だ
け
太
政
官
牒
に
よ
る
造
寺
所

権
専
当
の
補
任
が
行
な
わ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。

(

4

5

)

 

斉
衡
二
年
五
月
二
十
三
日
、
東
大
寺
か
ら
大
仏
頭
落
下
の
奏
言
が
朝
廷
に
届
け

(

4

6

)
 

ら
れ
、
政
府
は
六
月
七
日
に
参
議
左
大
弁
兼
左
近
衛
中
将
藤
原
氏
宗
を
現
地
に
遣

(

4

7

)

 

わ
し
て
そ
の
状
況
を
見
せ
し
め
、
そ
し
て
九
月
二
十
八
日
に
到
り
、
大
仏
修
理
事

業
を
推
進
す
る
上
で
の
方
針
に
つ
い
て
の
奏
言
が
修
理
東
大
寺
大
仏
司
検
校
真
如

と
大
納
言
兼
右
近
衛
大
将
藤
原
良
相
に
よ
っ
て
行
な
わ
れ
、
大
仏
頭
修
復
に
乗
り

(

4

8

)

 

出
す
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
数
年
後
の
貞
観
三
年
三
月
十
四
日
に
無
庶
大
会
が
設

け
ら
れ
、
大
仏
供
養
会
が
催
さ
れ
る
に
到
る
。

こ
の
時
の
修
理
事
業
遂
行
に
あ
た
っ
て
は
、
延
暦
八
年
造
東
大
寺
司
廃
止
以
来

久
方
振
り
の
、
東
大
寺
の
名
を
冠
し
た
修
理
専
当
官
が
組
織
さ
れ
て
い
る
。
記
録

に
見
ら
れ
る
官
名
は
「
修
理
東
大
寺
大
仏
司
」
「
修
理
（
造
）
東
大
寺
大
仏
使
」
で
あ

る。
「
修
理
東
大
寺
大
仏
司
」
に
つ
い
て
は
、
『
文
徳
実
録
』
斉
衡
二
年
九
月
二
十
八

日
条
に
於
い
て
真
如
が
同
司
検
校
と
あ
る
の
を
初
見
と
し
、

『三
代
実
録
』貞
観
二

年
四
月
八
日
条
に
同
じ
く
真
如
を
し
て
、
「
修
理
大
佛
検
校
」
と
見
え
、
こ
の
時
に

は
大
仏
供
養
会
行
事
の
最
高
責
任
者
的
地
位
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
真
如
は
大
仏

修
理
期
間
を
通
じ
て
一
貫
し
て
＂
検
校
“
の
地
位
に
あ
っ
た
。
こ
の
「
修
理
東
大

寺
大
仏
司
」
に
つ
い
て
は
具
体
的
な
性
格
は
不
詳
で
あ
る
。
但
し
当
司
の
「
検
校
」

で
あ
る
真
如
の
存
在
性
に
着
目
す
る
な
ら
ば
、
彼
は
東
大
寺
大
仏
修
理
に
お
け
る

僧
侶
と
し
て
の
少
な
く
と
も
東
大
寺
側
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
平
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接
的
な
結
び
つ
き
と
し
て
、
公
卿

・
弁
官
か
ら
な
る
俗
別
当
制
度
が
と
ら
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
延
暦
寺
俗
別
当
の
主
要
な
役
割
は
、
天
台
宗
の
試
業
・得
度
・

授
戒
に
関
す
る
事
務
取
り
扱
い
、
諸
国
講
読
師
の
簡
定
等
に
あ
り
、
そ
の
手
続
き

は
三
司
、
即
ち
治
部
省

・
玄
蕃
寮

・
僧
綱
を
経
ず
に
行
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
こ
と

(

2

0

)

(

2

1

)
 

か
ら
俗
別
等
に
対
し
て
「
太
政
官
と
の
直
結
」

・
「
延
暦
寺
側
の
利
益
代
表
」
そ
し

(

2

2

)

 

て
「
教
団
の
代
弁
者
」
的
性
格
を
有
す
と
い
っ
た
評
価
が
な
さ
れ
て
来
て
い
る
。

こ
う
し
て
弘
仁
十
四
年
延
暦
寺
で
初
現
す
る
官
人
俗
別
当
制
度
は
承
和
年
間
を

(

2

3

)

 

中
心
に
諸
寺
に
及
ぼ
さ
れ
て
い
っ
た
。

東
大
寺
に
於
け
る
官
人
俗
別
当
も
、
承
和
年
間
よ
り
そ
の
存
在
を
認
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
即
ち
毘
沙
門
天
像
修
理
に
つ
い
て
記
さ
れ
た
承
和
五
年
八
月
三
日
付

(

2

4

)

 

「
造
東
大
寺
司
所
記
文
案
」
と
称
さ
れ
る
文
書
の
署
名
者
の
中
に
、
別
当
と
し
て

大
法
師
位
円
明
に
続
い
て
参
議
民
部
卿
朝
野
鹿
取

・
内
竪
高
橋
祖
嗣

・
同
石
川
真

主
の
三
名
が
、
造
東
大
寺
所
知
事
五
名
と
と
も
に
記
さ
れ
て
あ
る
の
を
初
見
と
す

(

2

5

)

 

る
。
初
期
の
頃
の
東
大
寺
俗
別
当
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
①
修
理
造
営
に
関
す
る

こ
と
と
し
て
、
こ
こ
に
示
し
た
承
和
五
年
の
毘
沙
門
天
像
修
理
の
こ
と
、
②
寺
田

勘
糾
に
関
す
る
こ
と
と
し
て
、
承
和
五
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
寺
田
実
録
の
た
め

(

2

6

)
 

別
当
石
川
真
主
が
寺
使
と
し
て
在
地
に
下
向
し
て
い
る
こ
と
。
③
資
材
管
理
に
関

(

2

7

)

 

す
る
こ
と
と
し
て
、
嘉
祥
二
年
九
月
の
宇
治
華
厳
院
へ
の
土
地
施
入
状
並
び
に
仁

(

2

8

)

 

寿
二
年
の
同
院
へ
の
財
物
施
入
状
に
て

「別
当
中
納
言
源
朝
臣
玄
蕃
寮
助
春
庭

宿
禰
」
と
あ
る
こ
と
。
更
に
、
④
東
大
寺
造
寺
所
職
員
人
事
に
関
す
る
こ
と
と
し

(

2

9

)
 

て
、
俗
別
当
に
よ
る
知
事
の
年
限
や
人
事
の
僧
綱
へ
の
働
き
か
け
を
窺
う
こ
と
が

で
き
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
①

・
④
の
事
に
つ
き
、
直
接
あ
る
い
は

間
接
に
俗
別
当
が
修
理
事
業
に
携
わ
る
こ
と
を
確
認
す
る
。

な
お
こ
の
頃
の
俗
別
当
と
し
て
見
え
る
官
人
は
、
お
お
よ
そ
二
名
あ
る
い
は
三

(

3

0

)
 

名
か
ら
な
り
、
三
位

・
四
位
の
中
納
言

・
参
議
と
い
っ
た
公
卿
と
、
六
位
前
後
の

下
位
官
人
と
の
組
合
せ
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

さ
て
、
俗
別
当
の
間
接
的
な
修
理
事
業
へ
の
関
与
と
も
言
え
る
④
に
つ
い
て
で

あ
る
が
、
東
南
院
文
書
所
収
の
「
造
司
綱
牒
官
符
」
及
び
「
造
司
官
符
」
と
称
さ

れ
る
文
書
群
に
は
、
承
和
年
間
か
ら
天
元
年
間
に
か
け
て
の
造
東
大
寺
所
職
員
で

あ
る
専
当

・
知
事
等
の
補
任
を
中
心
と
し
た
東
大
寺
宛
の
僧
綱
牒
、
太
政
官
牒
が

(

3

1

)
 

収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
於
い
て
、
承
和
か
ら
貞
観
十
二
年
ま
で
は
一
例
を
除

(

3

2

)

 

い
て
僧
綱
牒
に
よ
る
補
任
形
式
を
と
る
が
、
貞
観
十
三
年
の

「俗
別
当
牒
」
を
経

て
、
貞
観
十
四
年
以
降
は
全
て
太
政
官
牒
に
よ
る
補
任
で
あ
る
と
い
う
特
色
が
見

(

3

3

)

 

い
出
さ
れ
る
。
湯
浅
吉
美
氏
は
こ
の
こ
と
に
関
し
、
特
に
貞
観
十
四
年
以
降
の
太

政
官
牒
に
於
て
、
宣
者
で
あ
る
公
卿
な
ら
び
に
発
給
責
任
者
で
あ
る
弁
官
の
相
当

(

3

4

)

 

人
物
に
は
、
俗
別
当
在
任
者
が
あ
た
っ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
、

か
よ
う
な
形
で
太
政
官
と
東
大
寺
と
を
直
結
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
官
人
俗
別
当

設
置
の
意
義
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(

3

5

)

 

と
こ
ろ
で
、
土
谷
恵
氏
に
よ
れ
ば
、
貞
観
十
三
年
は
ま
た
、
東
大
寺
に
於
け
る

俗
別
当
制
度
の
制
度
的
な
確
立
の
画
期
と
す
る
位
置
付
け
を
さ
れ
て
い
る
。

『三
代

(

3

6

)
 

実
録
』
貞
観
十
二
年
十
二
月
二
十
五
日
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
諸
寺
の
別
当
と
三

綱
の
任
期
が
定
め
ら
れ
、
解
由
制
度
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
、

(

3

7

)

 

秩
限
と
解
由
を
と
も
な
う
別
当
長
官

・
三
綱
任
用
制
が
確
立
し
、
ま
た
別
当
が
三

綱
の
上
首
に
あ
っ
て
寺
務
統
轄
者
と
し
て
の
責
任
を
負
い
、
伽
藍
修
造
・
維
持
管

(

3

8

)

 

理
と
い
う
そ
の
最
重
要
任
務
の
覆
行
の
徹
底
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
体
制
が
で
き

上
が

っ
た
と
さ
れ
る
。
更
に
、
土
谷
氏
は
こ
の
貞
観
十
二
年
制
に
於
い
て
諸
大
寺
・

有
封
寺
の
場
合
そ
の
別
当
三
綱
が
官
符
（
牒
）
に
よ
る
補
任
で
あ
る
こ
と
が
解
由
制

適
用
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。
こ
こ
に
、
『
東
南
院
文
書
』

に
於
い

(

3

9

)

 

て
、
別
当
は
貞
観
十
三
年
閏
八
月
十
四
日
以
降
、
三
綱
に
つ
い
て
は
貞
観
十
三
年

(

4

0

)
 

閏
八
月
二
十
九
日
以
降
の
補
任
官
牒
が
存
在
し
、
更
に
造
寺
所
知
事
に
つ
い
て
は

-125- (4) 



年
を
経
て
も
解
決
で
き
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
実
忠
の
活
躍
に
よ
っ
て
見
事
に
成
し

遂
げ
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
修
理
に
つ
い
て
は
文
脈
か
ら
は
延
暦
十

(

1

1

)
 

七
年
頃
以
降
よ
り
対
策
が
講
じ
ら
れ
、
関
連
史
料
に
よ
り
大
同
二
年
前
半
期
頃
ま

で
に
修
理
が
行
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
更
に
こ
の
頃
の
東
大
寺

は
大
仏
修
理
の
ほ
か
に
も
、
北
大
門
造
営

・
大
垣
造
作

・
食
堂
前
庭
の
修
復
等
の

(

1

2

)
 

諸
工
事
が
継
続
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
か
か
る
状
況
下
に
て
、
大
同
元
年
に
発
せ

(

1

3

)
 

ら
れ
た
次
の
使
節
に
注
目
し
て
み
た
い
。

太
政
官
牒
東
大
寺

使
南
海
道
観
察
使
従
四
位
下
右
大
辮
吉
備
朝
臣
泉

従
五
位
上
行
玄
蕃
頭
藤
原
朝
臣
千
引

従
五
位
下
守
大
和
守
藤
原
朝
臣
永
貞

外
従
五
位
下
行
造
西
寺
次
官
兼
木
工
少
工
秦
宿
禰
都
伎
麻
呂

牒
、
為
挨
彼
寺
雑
事
、
差
件
等
人
登
遣
、
寺
察
此
状
、
一
事
已
上
聴
使
接
校
、

今
以
状
牒
、
牒
到
准
状
以
牒大同

元
年
七
月
十
五
日
左
大
史
正
六
位
上
勲
八
等
滋
野
宿
禰
船
代

参
議
北
陸
道
観
察
使
左
大
辮
従
四
位
上
（
以
下
略
）
秋
篠
朝
臣
安
人

こ
こ
に
吉
備
泉
以
下
四
名
の
官
人
か
ら
な
る
使
節
が
東
大
寺
に
対
し
て
発
遣
せ

ら
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
四
等
官
を
多
分
に
意
識
し
た
様
な
官
人
構
成
で
あ
る

が
、
長
官
格
の
吉
備
泉
は
か
つ
て
宝
亀
九
年
か
ら
延
暦
二
年
に
か
け
て
造
東
大
寺

(

1

4

)
 

司
長
官
を
経
験
し
た
人
物
で
あ
り
、
秦
都
伎
麻
呂
は
木
工
寮
所
属
の
技
術
官
人
と

し
て
造
西
寺
司
次
官
と
し
て
西
寺
造
営
に
携
わ
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て

在
京
な
ら
び
に
諸
国
の
仏
寺
及
び
僧
尼
名
籍
の
事
を
所
掌
と
す
る
玄
蕃
頭
の
藤
原

(

1

5

)

 

千
引
や
、
東
大
寺
所
在
国
大
和
国
司
の
参
画
を
見
る
。
こ
の
時
期
の
東
大
寺
の
修

(

1

6

)
 

理
事
情
を
併
せ
考
え
る
に
、
こ
の
使
節
の
主
た
る
目
的
は
か
よ
う
な
修
理
造
営
に

伴
う
諸
事
務
た
る
「
雑
事
」
を
検
し
、
寺
の
一
切
の
寺
務
を
検
校
す
る
た
め
に
発

遣
さ
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
即
ち
こ
れ
は
、
造
東
大
寺
司
廃
止
後
に
於
け

る
東
大
寺
の
大
規
模
修
理
事
業
に
対
処
す
る
た
め
に
派
遣
さ
れ
た
、
官
人
に
よ
る

管
理
機
構
の
最
初
の
具
体
例
で
あ
る
。

な
お
、
大
仏
の
損
傷
は
そ
の
後
も
進
み
、
天
長
年
間
に
到
っ
て
再
び
本
格
的
な

(

1

7

)
 

補
強
修
理
を
行
な
う
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
時
は
朝
廷
よ
り
た
び
た
び
勅
使

・
検

使
が
派
遣
さ
れ
、
実
地
検
分
や
修
理
方
法
の
評
議
等
が
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
、

『東
大
寺
要
録
」
巻
七
所
収
の
天
長
四
年
四
月
十
四
日
付
僧
綱
所
宛
て
の
「
太
政

官
牒
」
か
ら
窺
え
る
。
そ
こ
で
は
、
勅
使
と
と
も
に
僧
綱

・
造
東
大
寺
所
長
上
エ

や
、
東
大
寺
僧

・
大
安
寺
僧
、
そ
し
て
木
工
寮
官
人
等
に
よ
り
修
理
方
策
が
そ
れ

ぞ
れ
示
さ
れ
、
最
終
的
に
廟
堂
に
て
修
理
方
法
の
裁
定
が
下
さ
れ
、
太
政
官
か
ら

僧
綱
に
対
し
て
指
示
が
な
さ
れ
た
経
緯
が
知
ら
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
造
寺
司
廃
止
後
の
延
暦
年
間
以
降
、
勅
使

・
僧
綱

・
諸
大
寺

三
綱
等
の
集
会
に
よ
る
修
理
事
業
遂
行
の
か
た
ち
が
ま
ず
と
ら
え
ら
れ
、
か
つ
大

規
模
と
な
る
に
つ
き
大
同
元
年
七
月
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
検
校
使
の
派
遣
が
な
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

三
、
俗
別
当
制
度
と
修
理
造
営
体
制

平
安
時
代
初
期
の
律
令
国
家
の
仏
教
政
策
の
上
で
、
官
人
俗
別
当
制
度
の
成
立

と
展
開
は
極
め
て
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
で
あ
り
、
そ
の
実
態
も
か
な
り
解
明
さ
れ
つ

つ
あ
る
。
官
人
俗
別
当
制
度
は
、
弘
仁
十
四
年
三
月
に
中
納
言
藤
原
三
守

・
右
中

(

1

8

)

 

弁
大
伴
国
道
を
別
当
に
定
め
た
の
が
そ
の
は
じ
ま
り
で
、
こ
こ
に
於
い
て
「
以
左

大
臣
為
検
校
以
左
大
辮
左
大
史
為
別
当
」
と
記
さ
れ
、
公
卿

・
弁
官

・
史
を
別
当

(

1

9

)
 

と
す
る
例
が
ひ
ら
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
延
暦
寺
に
対
す
る
官
人
俗
別
当

設
置
の
意
義
は
、
独
自
の
大
乗
戒
壇
設
立
に
よ
る
天
台
宗
の
治
部
省
玄
蕃
寮
僧
綱

か
ら
の
脱
却
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
太
政
官
機
構
と
の
新
た
な
る
直

(3) -126-



一
時
的
に
大
量
の
官
有
工
匠
を
必
要
と
す
る
場
合
に
於
い
て
編
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
以
上
の
如
く
、
造
東
大
寺
所
を
日
常
的
修
理
営
繕
の

機
関
と
し
、
大
規
模
工
事
の
時
に
政
府
側
か
ら
臨
時
に
造
寺
官
が
編
成
さ
れ
、
官

有
工
匠
の
動
員
等
が
な
さ
れ
た
と
い
う
性
格
付
け
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
造
寺
使

の
具
体
的
な
組
織
編
成

・
内
容

・
事
情
に
ま
で
言
及
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。

(

7

)

 

た
だ
、
浅
香
氏
は
、
延
喜

・
延
長
期
の
造
東
大
寺
講
堂
使
と
奈
良
期
末
の
造
東
大

寺
司
の
長
官
以
下
四
等
官
の
官
人
構
成
の
比
較
を
さ
れ
、
専
任
者
の
多
い
旧
造
寺

司
に
比
し
て
、
造
寺
使
は
殆
ど
が
兼
任
者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
造
寺
使

の
性
格
を
、
木
工
寮

・
修
理
職
な
ど
の
官
有
工
匠
の
動
員
や
諸
国
か
ら
の
役
夫
の

差
発
を
担
当
す
る
仮
設
の
行
事
官
と
し
、
官
工
房
と
し
て
固
定
さ
れ
た
労
働
力
を

把
握
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
造
寺
使
の
内
容
に
一
歩
踏

み
込
ん
だ
も
の
と
言
え
る
が
、
氏
の
観
点
は
東
大
寺
に
於
け
る
官
営
の
工
房
機
構

の
解
体
過
程
に
あ
り
、
「
固
定
さ
れ
た
労
働
力
を
有
し
な
い
」
と
こ
ろ
の
臨
時
の
行

事
官
と
し
て
の
造
寺
使
へ
の
意
味
付
け
は
か
な
り
消
極
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な

、A0
な
お
、

平
安
時
代
後
期
以
降
の
院
政
期
に
於
け
る
造
東
大
寺
使
に
つ
い
て
は
、

(

8

)

 

近
年
安
達
直
哉
氏
に
よ
っ
て
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、
特
に
造
東
大
寺
長
官
に
は
、

院
政
期
に
於
て
国
政
の
中
で
実
務
担
当
者
と
し
て
そ
の
重
要
な
役
割
を
担
う
弁
官

が
任
ぜ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
さ
れ
、
そ
の
役
割
と
し
て
、
造
寺

・
造
仏
活
動

に
お
け
る
資
材

・
労
働
力
の
調
達
、
開
眼
供
養
会
の
儀
式
の
運
営
、
勅
封
倉
の
管

理
と
い
っ
た
事
項
の
ほ
か
、
特
に
、
東
大
寺
領
荘
園
に
か
か
る
一
国
平
均
役
等
免

否
の
決
定
、
訴
訟
裁
決
に
関
し
、
当
時
の
弁
官
と
し
て
の
役
務
を
以
っ
て
造
寺
官

の
役
務
を
行
使
し
得
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
院
政
期
の
弁
官
機
構
と
の
か

か
わ
り
合
い
の
上
で
の
造
寺
使
（
造
寺
長
官
）
を
と
ら
え
ら
れ
た
視
点
は
、
大
い

に
示
唆
を
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
氏
は
、
平
安
前
期
に
於
け
る
造

す
る
時
、

寺
使
に
つ
い
て
は
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
故
に
、
平
安
後
期
以
降
常
置
の
官

と
な
り
、
弁
官
が
長
官
を
兼
務
す
る
を
通
例
と
し
て
い
た
造
東
大
寺
使
に
つ
き
、

機
構
編
成
上
の
原
型
と
し
て
、
平
安
前
期
の
両
度
の
造
寺
使
を
捉
え
て
み
る
意
義

も
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

本
稿
は
、
こ
の
よ
う
に
従
来
あ
ま
り
積
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な

か
っ
た
平
安
期
に
お
け
る
官
寺
造
営
機
構
で
あ
る
造
寺
使
に
つ
い
て
、
九
世
紀
中

葉
の
大
仏
修
理
並
び
に
十
世
紀
前
葉
の
講
堂
復
興
と
い
っ
た
二
度
の
大
規
模
修
理

造
営
を
経
験
し
た
平
安
前
期
の
東
大
寺
を
例
に
、
そ
の
組
織
内
容

・
機
能

・
性
格

に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
造
寺
使
官
人
が
弁
官

・
史

な
ど
の
中
央
官
人
の
兼
任
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
る
と
い
う
機
構
的
特
質
に
関
連
し

て
、
詳
し
く
は
後
述
す
る
が
、
京
内
及
び
周
辺
諸
大
寺
を
中
心
に
律
令
官
人
を
も
っ

て
そ
の
任
に
あ
て
（
特
に
主
要
寺
院
に
於
て
は
公
卿

・
弁
官
が
任
ぜ
ら
れ
る
）
当

該
寺
院
の
管
理
機
構
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
官
人
俗
別
当
制
度
と
の
か
か

わ
り
合
い
に
着
目
し
な
が
ら
、
平
安
前
期
東
大
寺
の
修
理
造
営
事
業
の
あ
り
様
を

捉
え
て
み
た
い
。

二
、
平
安
初
期
の
修
理
造
営

こ
こ
で
は
、
延
暦
八
年
造
東
大
寺
司
廃
止
直
後
の
東
大
寺
修
理
事
業
の
情
況
を

概
観
し
、
「
造
寺
使
」
以
前
の
大
規
模
修
理
事
業
に
対
す
る
官
側
の
取
り
組
み
に
つ

い
て
捉
え
て
み
た
い
。

(

9

)

 

延
暦
年
間
末
葉
か
ら
大
同
年
間
に
か
け
て
大
仏
修
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
東
大

寺
造
営
に
多
大
な
功
労
の
あ
っ
た
実
忠
の
事
蹟
を
列
記
し
た
「
東
大
寺
権
別
当
実

(

1

0

)
 

忠
二
十
九
箇
条
」
に
見
え
る
第
五
箇
条
目
の
「
奉
固
大
仏
御
脊
所
々
破
損
井
左
方

御
手
絶
去
事
」
に
よ
る
と
、
破
損
し
た
大
仏
背
面
部
の
修
理
に
つ
き
、
勅
使

・
僧

綱

・
諸
大
寺
三
綱

・
老
宿
大
法
師
等
が
集
い
仏
身
を
固
め
る
方
策
を
練
る
が
、
三

-127- (2) 



一
、
は

じ

め
に

奈
良
時
代
を
通
じ
て
、
京
内
官
大
寺
及
び
特
定
の
官
寺
の
造
営
は
、
し
ば
し
ば

寺
院
毎
に
設
け
ら
れ
た
造
寺
司
に
よ
っ
て
と
り
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の

と
お
り
で
あ
る
。
な
か
で
も
八
世
紀
後
半
の
東
大
寺
造
営
に
際
し
て
組
織
さ
れ
た

(

l

)
 

造
東
大
寺
司
は
そ
の
最
大
の
も
の
で
あ
り
、
律
令
官
人
に
よ
る
長
官

・
次
官

・
判

官
・主
典
の
四
等
官
制
を
と
る
管
理
部
門
の
も
と
で
、
現
業
部
門
と
し
て
写
教
所
・

造
仏
所

・
造
瓦
所

・
木
工
所

・
鋳
所
等
の
各
工
房
や
、
出
先
営
繕
機
関
と
し
て
の

造
石
山
院
所

・
造
香
山
薬
師
寺
所
等
が
付
属
す
る
、
一
個
の
独
立
し
た
総
合
的
官

司
工
房
と
し
て
の
体
裁
が
整
え
ら
れ
、
東
大
寺
の
造
営

・
管
理
運
営
が
な
さ
れ
て

い
た
こ
と
が

『正
倉
院
文
書
』
に
よ
っ
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
伽
藍
主
要

部
分
の
造
営
も
一
段
落
し
た
八
世
紀
末
に
至
り
、
官
司
整
理

・
再
編
政
策
と
と
も

に
長
岡
京
造
営
な
ど
新
規
大
規
模
造
営
事
業
開
始
に
伴
い
、
造
東
大
寺
司
の
保
有

す
る
生
産
機
構
や
労
働
力
の
転
用
等
を
必
要
と
す
る
情
勢
の
も
と
で
、
延
暦
八
年

(

2

)

(

3

)

 

造
東
大
寺
司
は
廃
さ
れ
、
そ
の
後
は
縮
小
さ
れ
た
組
織
で
あ
る
造
東
大
寺
所
に

よ
っ
て
営
繕
業
務
が
受
け
継
が
れ
て
行
く
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
大
規
模
な
修
理

事
業
が
行
な
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
は
臨
時
に
造
寺
専
当
官
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、

例
え
ば
斉
衡
か
ら
天
安

・
貞
観
年
間
に
か
け
て
の
大
仏
頭
修
理
に
際
し
て
の
修
理

（
造
）
東
大
寺
大
仏
使
や
、
延
喜
末
か
ら
延
長

・
承
平
年
間
の
講
堂
復
興
事
業
に
於

飯

塚

平
安
前
期
東
大
寺
修
理
造
営
と

造
寺
使
に
関
す
る
覚
え
書

聡

け
る
造
東
大
寺
講
堂
使
な
ど
、
「
修
理
（
造
）
某
寺
某
使
」
と
い
っ
た
名
称
の
機
関
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
は
、
造
寺
司
廃
止
後
の
東
大
寺
の
修
理
造
営
事
業
体
制
に
於
け

る
か
よ
う
な
造
寺
官
編
成
の
あ
り
様
を
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、

奈
良
時
代
の
造
寺
司
も
含
め
て
東
大
寺
の
営
繕
機
構
及
び
そ
の
変
遷
に
つ
い
て

は
、
主
に
建
築
史

・
美
術
史

・
寺
院
史

・
手
工
業
史
の
各
方
面
か
ら
取
り
組
ま
れ

て
い
る
が
、
平
安
時
代
に
於
い
て
そ
の
主
眼
は
、
主
に
平
安
前
期
に
於
い
て
は
造

東
大
寺
所
、
中
期
以
降
は
東
大
寺
修
理
所
と
い
っ
た
東
大
寺
在
所
の
営
繕
機
関
の

組
織
内
容
・
性
格
に
つ
い
て
置
か
れ
、
造
寺
司
及
び
造
寺
所
か
ら
修
理
所
へ
の
変

遷
を
、
律
令
的
官
営
工
房
の
解
体
と
寺
営
工
房
の
成
立
と
い
う
過
程
の
中
で
と
ら

え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
エ
匠
の
所
属
形
態
（
官
エ
↓
寺
エ
）
や
、
あ
る
い

は
律
令
的
収
取
機
構
で
あ
る
と
こ
ろ
の
封
戸
制
の
崩
壊
に
よ
る
、
財
源
と
し
て
の

封
戸
収
入
か
ら
寺
領
荘
園
へ
の
依
存
へ
と
い
っ
た
社
会
経
済
史
的
観
点
が
基
調

と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
造
東
大
寺
所

・
東
大
寺
修
理
所
に
関
す
る
研
究
に
く
ら
べ
て
、
臨

時
の
大
規
模
修
理
事
業
に
際
し
て
律
令
官
人
に
よ
っ
て
編
成
さ
れ
た
造
寺
使
に
つ

い
て
は
さ
ほ
ど
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
従
来
、
平
安
時
代
の
修
理
事

業
を
概
観
す
る
過
程
で
、
事
実
と
し
て
触
れ
ら
れ
た
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
例
え

(

4

)

 

ば
大
河
直
射
氏
に
よ
れ
ば
、
臨
時
大
工
事
に
際
し
て
設
け
ら
れ
た
臨
時
の
官
職
で
、

(

5

)

 

そ
の
活
動
は
そ
の
工
事
に
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
清
水
善
一
二
氏
に
よ
れ
ば
、
造

寺
所
に
お
い
て
造
営
が
な
さ
れ
る
場
合
、
国
か
ら
検
校
使
に
よ
る
検
校
を
う
け
る

ほ
か
必
要
に
応
じ
て
臨
時
の
造
寺
司
が
設
置
さ
れ
た
と
し
、
検
校
及
び
造
寺
司
の

任
務
と
し
て
は
修
理
費
用
の
算
定
、
修
理
方
法
の
決
定
に
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

(

6

)
 

ま
た
浅
香
年
木
氏
に
よ
れ
ば
、
造
東
大
寺
使
は
大
規
模
工
事
の
時
に
造
寺
所
と
は

別
個
の
臨
時
の
行
事
官
と
し
て
大
規
模
な
修
理
活
動
に
要
す
る
労
働
力
を
必
要
と
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